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佐賀市立富士大和温泉病院給食業務仕様書 

 

１ 業務の名称 

  佐賀市立富士大和温泉病院給食業務 

 

２ 業務の目的 

病院の食事は、医療の一環として提供するものであり、入院患者一人ひと

りの病態・栄養状態や摂食・嚥下状態に応じた食事・栄養を提供し、病気の

回復を図るとともに、通所リハビリテーションの利用者に対して食事を提供

することで、患者・利用者サービスの向上を図ることを目的とする。 

 

３ 業務履行場所 

  佐賀市富士町大字梅野１７２１番地１ 

  佐賀市立富士大和温泉病院内 給食室（栄養管理科） 

 

４ 契約期間 

  委託期間 令和５年１０月１日～令和８年９月３０日 

  （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約による契約） 

 

５ 業務実施体制 

業務を確実に遂行できる、心身が健康で、質的・数的に適合した人員を配置

すること。具体的な要件は下記の表のとおりとする。なお、下記業務の従事者

の従事内容は兼任も可とする。 

 

区 分 業務内容 人 数 

業務管理責任者 業務委託内容全般を管理する。 業務の遂行に必要

な人数を確保する

こと。 

 
栄養士業務責任者 栄養士業務全般を管理する。 

調理業務責任者 調理業務全般を管理する。 

 

管理栄養士または

栄養士 

献立作成、発注業務、食札管理な

どを行う。 

調理師 調理業務及びそれに付随する業務

を行う。 

調理員 調理業務及びそれに付随する業務

を行う。 

洗浄作業員 食器洗浄業務を行う。 

 

６ 業務内容 
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  業務内容は、以下に定めるものとし、委託者と受託者の業務内容の分担は

別紙１：「業務内容区分表」、経費の分担は別紙２「経費区分表」とおりと

する。 

 (1) 栄養管理 

①「予定献立表」の作成 

ア 「予定献立表」の作成は、委託者の明示する献立表作成基準に基づ

いて委託者と協議を行い作成する。 

イ 「予定献立表」の給食材料費は患者一人一日、朝、昼、夕食の月間

平均単価が契約単価となるようにしなければならない。 

   ウ 「約束食事箋」については、別紙３、別紙４を参考とし、作成する

こと。 

② 検食の実施 

    委託者は毎食検食を実施し、その結果を受託者の業務の参考に供するも 

のとする。 

③ 関係諸帳票の作成 

受託者は給食業務が患者に対する治療行為の一環であることを認識の 

上、帳票等の作成、整理、保管を行う。また委託者の要請により官公庁 

等に提出する受託者の業務に関する書類等の作成に協力する。 

④ 栄養コンピュータ 

 献立表の作成上、必要な栄養コンピュータの配置に係る経費は、受託 

者の負担とする。 

(2) 調理管理 

 ① 調理法式 

   クックチル方式での施設を活用した業務を基本とするが、状況に応じて、

クックサーブ方式との併用も可とする。 

  ② 作業書の作成 

   調理作業の管理運営は後述の作業内容に基づいて調理作業、作業実施状 

況の確認、給食材料管理等を行う。 

  ③ 提供食数の変更 

       委託者が、受託者に提供食数の減数を申し出るときは、各食配膳時間の 

２時間前を目安とする。ただし、委託者が増数を申し出るときは、この限 

りではない。 

 (3) 衛生管理 

  ① 衛生責任者の任命 

    受託者は予め衛生責任者を任命し、委託者へ届け出るものとする。 

  ② 業務従事者の就業禁止事項 

    受託者の本業務従事者またはその家族が、次の疾病に罹った場合（疑い 
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のある場合も含む。）は、給食業務に従事させてはならない。 

ア 法定伝染病 

イ 感染性疾患 

ウ 病原性大腸菌 

エ 開放性結核 

オ 流行性伝染病 

カ 伝染性皮膚疾患 

  ③ 食中毒対策 

    衛生管理は、HACCP（危害分析重要管理点）での順序立てた手法で食

中毒を予防することとする。 

 (4) 教育研修 

  ① 初任者研修の実施 

   本業務従事者のうち、特に初任者(栄養士、調理師)に対しては患者給食

について必要な研修を実施する。 

② 業務従事者の教育、研修計画 

   本業務従事者に対しては、医療の一環としての患者給食の質を高める技 

 術向上、衛生管理、患者サービスの改善等に関する教育研修について、あ 

 らかじめ計画を立てて実施する。また院外で行われる研修会等へは積極 

的に参加させる。 

(5) 労働安全衛生 

  ① 健康管理計画表の作成 

   予め健康管理計画表を作成して、本業務従事者の健康チェックに 

努める。 

② 定期健康診断の実施と記録の保管 

   健康診断は年２回定期的に実施し、その記録を保管しておく。 

③ 検便の定期実施 

   検便は毎月１回定期的に実施する。ただし、６月から９月までは毎月２ 

回実施する。 

④ 事故防止対策 

   本業務従事者の作業中における事故防止を図るため、労働安全と精神衛 

生について教育研修を実施する。 

⑤ 防災対策 

   本業務従事者は、委託者が実施する防災訓練に参加し、災害の未然防止 

 に努める。 

 (6) 監督官庁の監査、指導等への対応 

   医療監視その他の立入検査または指導があった場合は、受託者は委託さ 

れた業務に関する帳票ならびに提出を求められている帳票等について整備 

するなど委託者に協力する。  
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(7) 病院側評価への対応 

      委託者が実施した給食内容に関する評価等に関し、委託者から説明を求 

められた場合、受託者は必要に応じ責任者もしくはそれに代わるものが出 

席し、対応する。 

 (8) 改善計画の立案 

   受託者は委託された業務に関し、委託者または監督官庁等から指示され 

た改善要求に対しては速やかに改善目標を設定して対処する。 

(9) 代行保証 

受託者は、火災、労働争議、業務停止の事情により、その業務の全部ま 

  たは一部の遂行が困難となった場合の保証のため、予め業務の代行 

  者として社団法人日本メディカル給食協会等を指定しておくものとする。 

代行保証の業務内容並びに連絡方法等は社団法人日本メディカル給食協会 

等の「代行保証規定」の定めるところによる。 

 

７ 作業内容 

 (1) 調理等作業 

① 調理 
ア 作業時間 

食事区分 調       理 配膳受け渡し 下 膳 

朝   食 

昼   食 

夕   食 

06：00～07：30 

09：30～11：30 

15：00～17：00 

08：00 

12：00 

18：05 

09：00 

13：00 

18：50 

          ただし、上記時間の変更については、委託者と受託者で協議して決 

 定する。 

イ 調理はすべて献立表に基づいて行う。 

ウ 調理方法に疑問がある場合は、委託者に確認した上で作業する。 

エ 熱加工では適切に加熱して、食材料の風味が損なわれないように配 

意する。 

オ 生で食べる野菜や果物などは、良く洗浄し、衛生的に取り扱う。 

カ 肉、魚、野菜の調理に使用する包丁、まな板等は区分けする。 

キ 汚染されやすい食材料は、未調理、半調理の状態で放置することな 

く蓋をして衛生的に取り扱う。 

ク 食材料の品質に異常があるとき、または量目に過不足があるときは 

委託者と協議のうえ速やかに対処する。 

ケ 特別食の調理は医師の処方する食事箋に基づいて、調製する。 

② 盛り付け 



  

 5

盛り付けは清潔な衛生手袋等を使用して衛生に配慮するとともに、患者 

の食欲をそそるように盛り付けにも工夫する。 

② 配膳 

配膳は中央配膳方式とし、盛り付け後、速やかに所定の場所で委託者

の看護師または職員に引き渡す。 

③ 下膳 

ア 下膳は所定の時間に食器等の数量を確認のうえ行う。 

イ 下膳車は常に薬液で拭き清潔に保つ。 

    ④ 適温給食の配慮 

  適温給食は保温カートを利用して適温を保つように努める。 

 ⑤ 食器洗浄消毒 

     ア 食器は食品かす、澱粉、洗剤が十分落ちるように洗浄する。 

イ 消毒は煮沸、乾熱、蒸気等により実施する。 

  ⑥ 残菜処理 

  調理に伴う残菜及び下膳に伴う残食は有蓋容器を使用して汚 

 臭汚液の流出を防ぎ、屋外指定場所へ搬出して、周辺を清潔に保持する。 

(2) 材料管理 

① 食材の調達 

ア 食材の購入にあたっては、新鮮でかつ廉価なものを仕入れることを 

旨とし、予め搬入ルートが確実で衛生的な納入業者を選定する。また、

食材の一部について、地元産食材を使用することとし、詳細は委託

者と受託者で協議を行うものとする。 

イ 購入物品は、品質、数量、温度等を記録し検査収納する。  

ウ 完全調理品を使用する場合は、委託者と受託者で協議を行うものと

する。 

② 保管管理 

  冷蔵庫、冷凍庫の温度管理及び生鮮品の鮮度劣化ならびに調味 

 料類の品質低下防止など、在庫品管理には十分注意を払う。 

③ 食材の受払 

            給食材料の受払は、在庫品受払簿に記入し、整理する。 

 (3) 衛生管理 

① 食材の衛生管理 

 食材は品質と鮮度に注意して取り扱う。 

② 施設、設備の衛生管理 

ア 厨房内の床、壁、窓、天井等は定期的に清掃を実施し、鼠、害虫等 

の侵入を防止する。 



  

 6

イ 調理台、盛り付け台等は、使用の前後に清拭清掃を行うとともにそ 

の他の設備、器具も清潔に保つ。また包丁、まな板、ふきん等につい 

ては使用後の洗浄、殺菌消毒を毎日実施する。 

③ 作業従事者の清潔保持 

ア 給食作業時の服装は、常に清潔な専用の調理着、前掛け帽子、（髪 

覆い）及び履物を着用する。 

イ 作業中、爪は短く、手指をよく洗浄消毒し、特に就業前、用便後、 

 休憩後、電話使用後等の手洗いを励行する。 

④ 保存食の確保 

 保存食は毎食ごとに約５０ｇ程度を所定の密封容器に入れ、 －２０度 

以下の冷凍庫で２週間以上確保する。 

⑤ 検食 

 検食は、委託者の指示に従い、所定の場所へ準備する。 

⑥ 納入業者の衛生管理 

  納入業者に対しては、「患者給食が医療の一環である。」事の認識を徹 

底させ、食材の取扱及び搬入は常に衛生的に行うように指導する。 

⑦ 衛生管理点検表の作成 

  衛生責任者は定期的に衛生管理の状況を自主点検し、その結果を衛生管 

理点検表に記録し保管する。 

(4) 施設等管理    

① 施設管理 

 給食施設内における電気、ガス、水道の使用後の点検及び出入口等の 

施錠は、施設安全点検表により確認し、記録保管する。 

② 設備管理 

ア 主要設備 

調理用機器等の主要な設備は、その取扱要領を使用者に周知徹底し、 

故障、事故等が発生しないよう保守管理に努める。 

イ その他の調理器具、食器等 

その他の調理用器具は使用に際して正しく丁寧に扱い、破損、不足が 

生じた場合は直ちに修理、補充を行い業務に支障のないよう管理する。 

③ 機器等の取扱要領の作成 

 調理用の機器、器具等については個々にその取扱要領を作成して掲示 

もしくは供覧し、操作ミスによる機器の損傷ならびに作業事故の防止に 

備える。 

④ 緊急修理への対応 

  調理用機器の故障により業務の進行が遅延することのないように、予め 



  

 7

メンテナンス業者の連絡一覧表を常備しておく。 

 (5) 業務管理 

① 勤務表等の作成 

ア 従事者名簿の作成 

本業務従事者については、住所、氏名、生年月日、経歴を記入した 

ものに、健康診断書及び有資格者にあっては資格を証する書類の写 

しを添付した従事者名簿を作成し、委託者へ提出する。また従業員に 

異動が生じた場合も同様とする。 

イ 勤務割表の作成 

受託者は本業務従事者の１箇月間の｢勤務割表｣を作成し、翌月分を 

２０日までに委託者へ提出する。 

ウ 業務分担表の作成 

予め本業務従事者ごとの業務分担表を作成する。 

② 勤務表等の確認 

勤務表ならびに業務分担表は、予め各従事者に対し確認させる。 

 

８ その他 

(1) 業務の引継 

受託者は契約期間が開始する以前に佐賀市立富士大和温泉病院内にて、

業務の引継を受けるものとする。その引継に係る人件費等は受託者の負担

とする。また、契約期間が終了する時についても、業務の引継を行う。い

ずれも入院患者の食事療養に影響が無いよう、円滑に実施すること。 

（2）協議 

本仕様書に記載のない事項及びその他疑義のある時は、委託者と受託者

双方で協議の上決定する。 

（3）その他 

  〇病院概要 

・許可病床数 ９８床 稼働病床数 

    ・述べ患者数（令和４年度実績 １日平均） 

    ・入院患者数 １８，４７８人 

（内訳：一般病床１３，３８８人、療養病床５，０９０人） 

         一日平均入院患者数 ５１人 

         病床利用率 ５１．７％ 

         平均在院日数 １９日 

       外来患者数 ３５，５７２人 一日平均外来患者数 １２１人 

 〇食数（令和４年度実績）（別紙４） 

 〇市立病院  平面図（別紙５） 

 〇給食調理室 配置図（別紙６） 
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別紙１ 業務内容区分表 

 

項目 業    務    内    容 委託者 受託者 

栄 

 

養 

 

管 

 

理 

１ 病院給食運営の総括 

２ 栄養管理委員会の開催、運営 

３ 院内関係部門との連絡、調整 

４ 献立作成基準（治療食を含む）の作成 

５ 献立表の作成 

６ 献立表の確認 

７ 食数の指示、管理                                          

８ 食事戔の管理 

９ 嗜好調査、喫食調査等の企画実施 

10 検食の実施、評価 

11 関係官庁に提出する給食関係の書類等の確 

認と提出、保管管理 

12 上記書類などの作成 

13 上記以外の給食関係帳票の整理ならびに報 

告書の作成保管 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

調 

理 

作 

業 

管 

理 

１ 作業仕様書の作成（治療食の調理に対する  

    指示を含む。） 

２ 作業仕様書の確認（治療食の調理に対する 

指示を含む。） 

３ 作業計画書の作成 

４ 作業実施状況の確認 

５ 調理、盛り付け 

６ 配膳、下膳 

７ 管理点検記録の作成 

８ 管理点検記録の確認 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

食 
器 
洗 
浄 
消 
毒 

１ 食器の洗浄消毒 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 
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項目 業    務    内    容 委託者 受託者 

材 

料 

管 

理 

１ 給食材料の調達（契約から検収まで。） 

２ 給食材料の点検 

３ 給食材料の保管、在庫管理 

４ 給食材料の受払い事務 

５ 給食材料使用状況の確認 

 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

施 

設 

管 

理 

１ 給食施設、主要な設備の設置改修 

２ 給食施設、主要な設備の管理 

３ 調理器具、食器等の確保と保守管理 

４ 使用食器の確認 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

業 

務 

管 

理 

１ 勤務表の作成 

２ 業務分担、社員配置表の提示 

３ 業務分担、社員配置表の確認 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

衛 

 

生 

 

管 

 

理 

１ 衛生面の遵守事項の作成 

２ 給食材料の衛生管理 

３ 設備、器具等（調理器具、食器等）の衛生 

管理 

４ 作業者の着衣等の清潔保持状況の確認 

５ 保存食の確認 

６ 納入業者に対する衛生管理の指示 

７ 衛生管理簿の作成 

８ 衛生管理簿の点検、確認 

９ 緊急対応を要する場合の指示 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

労 

働 

安 

全 

衛 

生 

１ 健康管理計画の作成 

２ 定期健康診断の実施 

３ 健康診断結果の保管 

４ 健康診断実施状況等の確認 

５ 検便の定期実施 

６ 検便結果の確認 

７ 事故防止対策の策定 

 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

研 

修 

１ 調理従事者に対する教育、研修  ○ 
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別紙２ 経費区分表 

 

  委託者と受託者との給食業務運営に関する経費の分担は次のとおりとする。 

 

経費の明細 委託者 受託者 備  考 

１ 委託費 〇   

２ 給食材料費 〇  注１ 

３ 水道光熱費 〇   

４ 調理器具等の補充費 〇 〇 受託者（調理小道具） 

５ 食器等の補充費 〇 〇 破損時は、受託者の負担 

（メラミン、介護食器） 

６ 洗剤・薬剤費 〇 〇 受託者（感染症食器消毒費） 

７ 検診・検便費  〇  

８ 被服費・洗濯費  〇  

９ 防虫･防鼠施工費 〇  含（水槽定期清掃費） 

10 残菜等廃棄物処理費  〇  

11 食事医療に関する帳票印刷費  〇  

12 事務用品費・通信費  〇 含（パソコンに係る経費） 

13 検食費 〇   

14 官公庁諸手続費用  〇  

15 災害時等に提供できなかった食費 〇 〇  

16 その他厨房用消耗品費  〇  

注１ 給食材料は、委託者の委託を受けて受託者が購入、管理等一切の業務を

代行する。 
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別紙３ 

 
        

○約束食事箋基準一覧表（一般食）      

食種名   ｴﾈﾙｷﾞｰ たん白質 脂質 炭水化物 塩分 適応疾患 備考 

常食 常食１４００ 1400 60 35 210 ７ｇ以下    

  常食１６００ 1600 65 45 230 ７ｇ以下    

  常食１８００ 1800 70 50 260 ７ｇ以下     

  常食２０００ 2000 75 50 300 ７ｇ以下     

  常食２２００ 2200 75 55 330 ７ｇ以下     

軟流動食 二炊軟菜 1600 65 40 240 ７ｇ以下     

  全粥軟菜 1500 65 40 210 ７ｇ以下     

  五分粥軟菜 1200 55 40 150 ７ｇ以下     

  ブレンダー食 1200 55 40 150 ７ｇ以下     

  流動食 800 25 35 85 ７ｇ以下     

  水分補給食 10～15           １個 70ml 

濃厚流動食 メイバランス３００ 300 12.0 8.4 47.1 0.84ｇ     

  メイバランス４００ 400 16.0 11.2 62.8 1.12ｇ     
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別紙４ 

 

○約束食事箋基準一覧表（特別食） 

食種名   ｴﾈﾙｷﾞｰ たん白質 脂質 炭水化物 塩分 適応疾患 備考 

糖尿食 糖尿食１４００ 1400 60 35 200 6ｇ未満 糖尿病   

  糖尿食１６００ 1600 65 40 230 6ｇ未満     

  糖尿食１８００ 1800 70 45 260 6ｇ未満     

心臓食 心臓食１４００ 1400 60 35 210 6ｇ未満 心臓疾患   

  心臓食１６００ 1600 65 40 230 6ｇ未満     

  心臓食１８００ 1800 70 45 260 6ｇ未満     

  心臓食２０００ 2000 75 50 300 6ｇ未満     

肝臓食 肝臓食１４００ 1400 60 35 210 6ｇ未満 急性・慢性膵炎   

  肝臓食１６００ 1600 65 35 250 6ｇ未満 肝硬変   

  肝臓食１８００ 1800 70 45 270 6ｇ未満     

腎臓食 腎臓食 P45-1600 1600 45 30 270 6ｇ未満 腎不全、腎臓病 K 制限・水分

制限の必要

な場合は指

示を受ける 

  腎臓食 P45-1８00 1800 45 55 270 6ｇ未満 糖尿病性腎症 

  腎臓食 P60-1600 1600 60 35 260 6ｇ未満  

  腎臓食 P60-1８00 1800 60 45 270 6ｇ未満   

膵臓食 膵臓食脂質３０ｇ 1400 40 30 260 6ｇ未満 急性・慢性膵炎   

潰瘍食 潰瘍食（米飯軟菜） 1600 65 45 230 6ｇ未満 胃・十二指腸潰瘍   

  潰瘍食（全粥・二炊） 1600 60 45 230 6ｇ未満     

  潰瘍食（五分粥） 1200 55 40 160 6ｇ未満   

貧血食 貧血食 1600 65 40 240 6ｇ未満   

脂質異常症食 脂質異常症食 １６００ 1600 65 40 240 6ｇ未満   

 脂質異常症食 １８００ 1800 70 40 270 6ｇ未満   

検査食 ダルムスペースリッチⅢ 1173 18.2 25.8 215.1 7.9ｇ     

絶食                 

※ 濃厚流動食及び特別食は、食種が増える場合もある。     
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別紙５ 令和４年度 食種別食数実績（年間）   

食種名 合計 朝食 昼食 夕食 比率 

常食 1200 1,303  434 437 432  

常食 1400 2,042  681 680 681  

常食 1600 4,819 1614 1596 1609  

常食 1800 1,949  657 635 657  

常食 2000 483  166 155 162  

常食 2200 148   51  47  50  

小計 10,744 3603 3550 3591 21% 

二炊軟菜 2,583  861 863 859  

全粥軟菜 1,136  380 381 375  

五分粥軟菜 250  79 87 84  

ブレンダー食 2,105  699 715 691  

流動食 138  43 47 48  

小計 6,212 2062 2093 2057 12% 

心臓食 1200 6,063 2022 2016 2025  

心臓食 1400 4,704 1571 1563 1570  

心臓食 1600 5,731 1915 1903 1913  

心臓食 1800 721 243 238 240  

心臓食 2000 56 19 18 19  

糖尿食 1200 1,731 579 577 575  

糖尿食 1400 1,557 523 515 519  

糖尿食 1600 2,440 817 806 817  

糖尿食 1800 956 319 318 319  

糖尿食 2000 147 49 48 50  

腎臓食Ｐ45－1400 3,685 1214 1258 1213  

腎臓食Ｐ45－1600 2,066 687 692 687  

腎臓食Ｐ45－1800 1,201 399 400 402  

腎臓食Ｐ60－1600 2,043 666 709 668  

腎臓食Ｐ60－1800 26 9 8 9  

腎臓食Ｐ60－1400 0 0 0 0  

腎臓食Ｐ30－1200 14 5 5 5  

肝臓食 1400 498 164 165 169  

肝臓食 1600 321 106 108 107  

膵臓職 16 5 6 5  

潰瘍食 0 0 0 0  

脂質異常症食1600 0 0 0 0  

脂質異常症食1800 0 0 0 0  

貧血食 0 0 0 0  

小計 33,976 11312 11353 11311 67% 

合計 50,932  16977 16996 16959  
※その他 通所リハ

ビリ 
 常食 88％、特別食 12％ 
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